
掛川市規則第２２号

掛川市公印規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２９年３月３１日

掛川市長

（別紙）



掛川市公印規則の一部を改正する規則

掛川市公印規則（平成17年掛川市規則第７号）の一部を次のように改正する。

別表１の表中

「
乳幼児セン 正方 30 れい書 乳幼児センターす １ こども希
ターすこやか 静岡県掛川市 こやか保育園部を 望課長
保育園部印 立乳幼児セン もってする文書

ターすこやか

保育園部之印

」

を

「
すこやかこど 正方 30 れい書 すこやかこども園 １ こども希
も園印 静岡県掛川 をもってする文書 望課長

市立すこやか

こども園之印

」

に改め、同表２の表中

「
部長印 正方 18 れい書 部長名をもってす ７ 部長

掛 川 市 る文書
何 々 部
長 之 印

課長印 正方 18 れい書 課長名をもってす 29 課長
掛 川 市 る文書
何 々 課
長 之 印

」

を

「
部長印 正方 18 れい書 部長名をもってす ８ 部長

掛 川 市 る文書
何 々 部
長 之 印

課長印 正方 18 れい書 課長名をもってす 30 課長
掛 川 市 る文書
何 々 課
長 之 印

」

に、



「
乳幼児セン 正方 18 てん書 乳幼児センターす １ こども希
ターすこやか 掛川市立乳幼 こやか保育園部園 望課長
保育園部園長 児センター 長名をもってする
印 すこやか保育 文書

園部園長之印

」

を

「
すこやかこど 正方 18 てん書 すこやかこども園 １ こども希
も園長印 掛 川 市 立 長名をもってする 望課長

す こ や か 文書
こ ど も 園
長 之 印

」

に改め、同表２の表に次のように加える。

審理員印 正方 18 れい書 審理員名をもって １ 行政課長
掛 川 市 する文書
審 理 員
之 印

別表３の表中

「
介護保険に関する ３ 高齢者支
証明及び通知用 援課長

後期高齢者医療保 １ 国保年金
険に関する証明及 課長
び通知用

り災証明用 １ 危機管理
課長

専用市長職務 正方 18 れい書 市民課認証用 ４ 市民課長
代理者印 掛 川 市 長

職 務 代 理 市税に関する諸証 ４ 市税課長
者 之 印 明及び徴収事務用

何 々 専 用 登記事務専用 １ 管財課長

危険物関係許認可 １ 消防長
用

介護保険に関する ３ 高齢者支
証明及び通知用 援課長

」

を



「
介護保険に関する ３ 健康長寿
証明及び通知用 課長

後期高齢者医療保 １ 国保年金
険に関する証明及 課長
び通知用

り災証明用 １ 危機管理
課長

専用市長職務 正方 18 れい書 市民課認証用 ４ 市民課長
代理者印 掛 川 市 長

職 務 代 理 市税に関する諸証 ４ 市税課長
者 之 印 明及び徴収事務用

何 々 専 用 登記事務専用 １ 管財課長

危険物関係許認可 １ 消防長
用

介護保険に関する ３ 健康長寿
証明及び通知用 課長

」

に改める。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。


